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シリア 情勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ内戦が続くシリアに対し、米国などは、政府軍が反政府勢力に化学兵器での攻撃をおこなったと一方的に断定し、軍事攻撃を行うとしています。化学兵器の使用は、誰によるものであれ、人道と国際法に反する重大な残虐行為です。事実の解明は、国連の調査団が進めています。そうしたもとで、国連安保理の決議もないまま一方的に軍事攻撃を強行することは、明白な国連憲章と国際法違反です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本共産党は、米国などによるシリアへの攻撃計画に強く反対しています。　　　　ｐ国連事務総長の潘基文（パンギムン）氏は、内戦の双方の当事者に外部から軍事的支援をおこなうことに対して、「軍事の論理が、一つの国を完全な破壊の瀬戸際に追いやり、地域を混乱に陥れ、世界規模の脅威をもたらしている。なぜ火に油を注ぐのか」と厳しく警告しています。国際社会は、政治対話による解決にむけて、紛争当事者を交渉の席につかせるために外交努力を強めるべきです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ英国が議会の反対により攻撃しないという判断を下した事は評価できます。米国はオバマ大統領が議会の意見を聞くといいますが、判断が注目されています。
消費税 増税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍政権は先週、消費税増税の影響を検討する「集中点検会合」を開き、来年４月からの増税実施についての議論を本格化させました。「点検会合」は６日間にわたって開かれ、麻生副総理・財務相、甘利経済財政政策担当相らが６０人もの経済学者や財界人などから意見を聞く、異例なものでした。「増税点検会合」で意見聴取すること自体が、増税路線の道理のなさを物語っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「朝日」「毎日」「日経」「共同通信」（「東京」などに掲載）が２６日付で、世論調査の結果を発表。来年４月に予定している消費税率５％から８％への引き上げについては、「予定通り実施すべき」という意見は２割程度しかなく、「行うべきでない」「先送りすべきだ」という意見が７割と圧倒的多数を占めました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ最終的に消費者に負担が押し付けられる消費税の増税は、国民の購買力を奪い、中小業者などの売り上げを減らして、景気を悪化させます。　　　　　　　　　　ｐいまこそ消費税増税を中止し、国民の所得を増やす景気対策に転換して、消費税増税に頼らない財政再建の道に踏み出すべきです。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　　　　　　
２０１３年９月「決算議会」始まる
９月１０日（火）～１３日（金）　午前１０時  　
本会議再開、議案質疑・一般質問（ケーブルテレビ中継）
９月１７日（火）～２０日（金）　午前１０時　　
常任委員会・決算特別委員会分科会
１７日（火）、１９日（木）　総務政策、福祉安全

１８日（水）、２０日（金）　教育経済、建設水道
９月２５日（水）　午前１０時　　決算特別委員会全体会
　　２６日（木）　午後　１時（予定）　病院整備等特別委員会

１０月　１日（火）　午後　１時 本会議(委員長報告、質疑、討論、議決)閉会
【議 案 と 報 告】
９月議会に提出される議案は１７議案と報告１２件です。決算の認定３議案（一般会計並びに７特会、水道会計、下水道会計）、補正予算３議案（一般会計―後記、介護保険特会―償還金、水道会計―債務負担行為の追加）、条例の一部改正７議案（延滞税率等の変更などの地方税法の改正に伴うもの５、学童保育所設立、番号ずれの整理各１）、財産の取得３議案（救助工作車、小型水槽付消防ポンプ自動車２台、指定ゴミ袋）、市道の認定、廃止及び変更について１議案です。
一般会計補正予算の主なものは、駅西土地区画整理事業（移転補償）に３３１百万円、放課後児童対策（大和幼稚園に学童保育所新設等）に１７百万円、ゴミ袋購入に９百万円、防犯灯設置補助に８百万円などで、総計は３９４百万円です。その他に適応指導教室の移転費や学校給食の備品購入などもあります。
報告は、決算に基づく指標（普通会計、水道、下水、農業集落）の報告４件、総合医療センターの評価報告１件、経営状況に関する書類（土地開発公社、文化・スポーツ公社、まちづくり桑名、総合医療センター）の提出４件、専決処分の報告２件、議決事件に該当しない契約１件です。
８月２３日(金)２４日(土)第5回 生活保護問題議員研修会（名古屋）

生活保護問題対策全国会議と全国公的扶助研究会の主催で行われました。
初日は、講演３題　１、生活保護基準引き下げ問題をどう考えるか　岩永理恵　神奈川県立保健福祉大学　助教講師　　　２、生活困窮者支援はどうなるのかー受給者と仕事起こしに取り組んで　櫛部武俊　釧路社会的企業創造協議会副代表

３、こんなことやってます！行政による生活困窮者支援　　　生水裕美　野洲市市民生活相談課　　　　　　最後に、生活保護利用当事者の生の声を聴きました。
２日目は、１、分科会　貧困の連鎖を断つ学習支援の実践　①　学校で見える貧困とその支援　野尻紀恵　日本福祉大学　　②　生活困難世帯の子どもを対象とした学習支援の意義と課題　吉住隆弘　中部大学、ささしまサポートセンター

２、特別講座　藤井えりの　岐阜経済大学講師「生活保護と地方財政」
最後のまとめの講演は尾藤廣喜代表（弁護士・生活保護問題対策全国会議）の「真の生存権保障を確立するために」でした。　要旨を報告します。
１、生活保護をとりまく状況

・８月１日より過去にない生活扶助基準の引き下げ（削減幅平均６.６％、最大１０％、）。３年間で総額６７０億円を減額する。

・６月に廃案となった生活保護法の「改正」案の再提出（①申請手続きの厳格化、②扶養義務者に対する調査権限の強化、③不正受給対策の強化など）。

・５月に「就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針」通知し、働ける年齢層に対する就労指導を一層強化。

・問題の多い「生活困窮者自立支援法」も再提出予定。

２、生活保護制度の利用者数の増加状況

１９９５年　　８８万人、２０００年　１０７万人、２００５年　１４８万人

２０１０年　１９５万人、２０１３年現在　２１５万人

３、増加の原因はどこにあるのか

・不正受給が原因ではない。２０１０年　２５,３５５件（１.８％）１２９億円（０.３８％）不正受給とされるものの中には、高校生の子どものアルバイト料を申告しなかった例などがある。

・「高齢者世帯」「母子世帯」「傷病・障がい者世帯」「その他の世帯」の中で、

「その他の世帯」の構成が７.４％から１６.２％に増加し、年齢階層別にみると５０歳以上の方が５４.９％。全体の年齢階層別分析では、７０歳以上の伸びが最も大。

・利用率（生活保護を利用している人の割合）と捕捉率（本来生活保護が必要な生活レベルの人で実際に保護を利用している人の割合）が日本では異常に低　　　　　　　

い。日本の利用率１.６％、捕捉率１５－１８％、ヨーロッパでは利用率５％、捕捉率５０－９０％。

・生活保護制度利用者が増加している真の理由は「深刻化する貧困」である。

４、貧困克服のために何が必要か（原因に対する対策）

・労働の安定（まともな仕事があり、仕事に就けば何とか生活できる賃金が得られる）

・社会保険の整備（雇用保険給付の充実、求職者支援法を使いやすく）

・最低保障年金の創設

・低所得者向けの家賃補助制度の創設

５、生活保護法「改悪」の根源は、社会保障制度改革推進法（2012年８月成立）。

・「安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡が持続可能な社会保障制度の確立」を目的としている。

・社会保障費の抑制を謳っている。　　　・自助、自立の強調。公助は後退。

・財源として消費税収入をあてにしている。

・生存権を保障した憲法２５条を空洞化しようとしている（解釈改憲）。

・生活保護との関係で、①不正受給への厳格な対処、②生活扶助・医療扶助等の給付水準の「適正化」、③就労支援の強化等を求めている。

６、「社会保障国民会議」報告書の内容(2013年８月提出)
　・総論　社会保障を全世代対応型に転換する（全世帯から費用を徴収）。

　　　　　負担能力に応じた負担（真に応能負担かは疑問）。自助の強調。

　・各論　医療における窓口負担の強化。

　　　　　年金の給付額引き下げと支給開始年齢の引き上げ。

　　　　　介護保険の利用者負担割合の増と軽度者について介護保険サービスの
対象から除外。

７、私たちは何をなすべきか

・生活扶助基準引き下げに１万人規模の審査請求　　早速、取り組みます!!
　・地方議会で引き下げ反対の意見書採択　　　　　　早速、取り組みます!!
　・国会へ生活保護法「改悪」法案を再提出させない。

　・生活保護の「改悪」が何をもたらすかを各地で明らかにしていく。（最低賃金就学援助基準の引き下げ、住民税非課税基準の引き下げ、年金の支給額の更なる引き下げ）

　・社会保障全体の大きな後退に反対する運動との連帯

　・ナショナルミニマムとしての生活保護制度である事の議論

　・捕捉率１００％をめざす。

・全国にもれなく身近な相談機関を設置・充実させる。
他の講演や報告の内容と感想はＨＰ等で随時報告していきます。
Ｎｏ．１９３　　　　２０１３年　９月　５日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５
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